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(57)【要約】
　内視鏡システム１００は、親内視鏡１と子内視鏡２と
固定部材３とを具備している。親内視鏡１は、第１の挿
入部１１と、第１の操作部１２と、処置具挿通チャンネ
ル１４と、開口１５ａとを有している。子内視鏡２は、
第２の挿入部２１と、第２の操作部２２とを有している
。第１の操作部１２は、凸体部１２２を含んでいる。第
２の操作部２２は、少なくとも一部が凸体部１２２の表
面と面で当接するように形成された凹状の面である凹状
部２２５を含んでいる。第２の操作部２２は、凹状部２
２５が凸体部１２２の表面に当接した状態で、第１の操
作部１２に固定される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の挿入部と、前記第１の挿入部に連接された第１の操作部と、前記第１の挿入部お
よび前記第１の操作部の内部に設けられた処置具挿通チャンネルと、前記処置具挿通チャ
ンネルに連通し前記第１の操作部に設けられた開口とを有する内視鏡と、
　前記開口から前記処置具挿通チャンネルに挿通される第２の挿入部と、前記第２の挿入
部に連接された第２の操作部とを有する医療デバイスと、
　前記医療デバイスを前記内視鏡に固定するための固定部材とを具備し、
　前記第１の操作部は、前記開口を除く前記第１の操作部の一部である凸体部を含み、
　前記第２の操作部は、前記第２の操作部の表面の一部であって、少なくとも一部が前記
凸体部の表面と面で当接するように形成された凹状の面である凹状部を含み、
　前記第２の操作部は、前記凹状部が前記凸体部の表面に当接した状態で、前記第１の操
作部に固定されることを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２】
　前記凸体部は、前記凸体部の表面のうちの一部であって、前記凹状部が当接される被当
接部を含み、
　前記被当接部は、前記凸体部の外側に向かって突出した曲面であり、
　前記凹状部は、前記被当接部に対応した形状の曲面であることを特徴とする請求項１に
記載の内視鏡システム。
【請求項３】
　前記凸体部の少なくとも一部の外観形状は、円錐台形状であることを特徴とする請求項
２に記載の内視鏡システム。
【請求項４】
　前記第１の操作部は、更に、操作部本体を含み、
　前記第１の挿入部は、前記操作部本体に接続され、
　前記凸体部は、前記操作部本体に連接され、前記第１の挿入部のうち前記操作部本体と
の接続部分を覆っていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項５】
　前記操作部本体は、樹脂によって構成された外装部材を含み、
　前記凸体部は、前記外装部材を構成する樹脂よりも軟性の樹脂によって構成されている
ことを特徴とする請求項４に記載の内視鏡システム。
【請求項６】
　前記第１および第２の操作部は、それぞれ、一方向に長い形状を有し、
　前記第２の操作部は、前記第２の操作部の長手方向が、前記第１の操作部の長手方向に
対して平行になるような姿勢で、前記第１の操作部に固定されることを特徴とする請求項
１に記載の内視鏡システム。
【請求項７】
　前記内視鏡は親内視鏡であり、前記医療デバイスは子内視鏡であることを特徴とする請
求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項８】
　前記第２の挿入部は、前記第２の挿入部における前記第２の操作部とは反対側の端部の
近傍に設けられた湾曲部を含み、
　前記第２の操作部は、更に、前記湾曲部の湾曲を操作する操作部材を含み、
　前記凹状部は、前記第２の操作部の表面における前記操作部材とは反対側に設けられて
いることを特徴とする請求項７に記載の内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡とこの内視鏡の操作部に固定される医療デバイスとを具備する内視鏡
システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、胆管内や膵管内の観察や治療を行う際に用いられる内視鏡として、親内視鏡と子
内視鏡とを具備する親子式内視鏡システムが実用化されている。親内視鏡は、通常サイズ
の内視鏡であり、例えば十二指腸用内視鏡である。子内視鏡は、親内視鏡よりも細径の内
視鏡であり、親内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿通されるものである。
【０００３】
　親子式内視鏡システムを用いた、胆管内や膵管内の観察や治療では、親内視鏡の先端か
ら子内視鏡を体腔内に突出させ、子内視鏡の湾曲操作、進退操作、ねじり操作等と、親内
視鏡の起上台操作、湾曲操作、ねじり操作、進退操作等とを組み合わせて、子内視鏡のみ
を十二指腸乳頭から胆管または膵管へと選択的に挿入させる。
【０００４】
　親子式内視鏡システムでは、一人で親内視鏡と子内視鏡の両方を操作できるように、子
内視鏡の操作部を、親内視鏡の操作部に固定する場合がある。例えば、日本国特表２００
９－５３００５１号公報には、子内視鏡であるカテーテルアセンブリを、親内視鏡の操作
部である内視鏡ハンドルに搭載した生体内視覚化システムが記載されている。この生体内
視覚化システムでは、カテーテルアセンブリの操作部であるカテーテルハンドルにストラ
ップを接続し、このストラップを内視鏡ハンドルの周囲に巻き付けることによって、カテ
ーテルハンドルを内視鏡ハンドルに取り付けている。
【０００５】
　しかし、子内視鏡の操作部が親内視鏡の操作部に確実に固定されていないと、子内視鏡
の操作部が回転したり落下したりするおそれがある。この問題は、子内視鏡の操作部と親
内視鏡の操作部との間の隙間が大きいほど顕著になる。そのため、子内視鏡の操作部を親
内視鏡の操作部に固定する親子式内視鏡システムでは、上記の隙間が小さくなるような工
夫が必要である。しかし、従来は、そのような工夫について十分に検討されていなかった
。
【０００６】
　上記の問題は、子内視鏡に限らず、子内視鏡以外の挿入部と操作部とを有する医療デバ
イスの操作部を、親内視鏡の操作部に固定する場合にも当てはまる。
【０００７】
　そこで、本発明は、内視鏡の操作部に固定された医療デバイスの操作部の位置や姿勢が
ずれることを防止することができる内視鏡システムを提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様の内視鏡システムは、第１の挿入部と、前記第１の挿入部に連接された
第１の操作部と、前記第１の挿入部および前記第１の操作部の内部に設けられた処置具挿
通チャンネルと、前記処置具挿通チャンネルに連通し前記第１の操作部に設けられた開口
とを有する内視鏡と、前記開口から前記処置具挿通チャンネルに挿通される第２の挿入部
と、前記第２の挿入部に連接された第２の操作部とを有する医療デバイスと、前記医療デ
バイスを前記内視鏡に固定するための固定部材とを具備し、前記第１の操作部は、前記開
口を除く前記第１の操作部の一部である凸体部を含み、前記第２の操作部は、前記第２の
操作部の表面の一部であって、少なくとも一部が前記凸体部の表面と面で当接するように
形成された凹状の面である凹状部を含み、前記第２の操作部は、前記凹状部が前記凸体部
の表面に当接した状態で、前記第１の操作部に固定される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態に係わる内視鏡システムの構成を説明するための説明図であ
る。
【図２】本発明の実施の形態に係わる内視鏡システムの使用方法を説明するための説明図
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である。
【図３】本発明の実施の形態における子内視鏡の斜視図である。
【図４】本発明の実施の形態における子内視鏡の側面図である。
【図５】本発明の実施の形態における子内視鏡の平面図である。
【図６】本発明の実施の形態における親内視鏡の一部を示す側面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。
【００１１】
（内視鏡システムの構成）
　始めに、図１を参照して、本発明の実施の形態に係わる内視鏡システムの構成について
説明する。本実施の形態に係わる内視鏡システム１００は、親内視鏡１と、医療デバイス
としての子内視鏡２と、子内視鏡２を親内視鏡１に固定するための固定部材３とを具備す
る、親子式内視鏡システムである。
【００１２】
（親内視鏡の構成）
　以下、親内視鏡１の構成について説明する。本実施の形態では、親内視鏡１は、側視／
斜視型の内視鏡である。親内視鏡１は、第１の挿入部１１と、第１の挿入部１１の基端に
連接された第１の操作部１２とを有している。
【００１３】
　第１の挿入部１１は、例えば、直径が約１０ｍｍであり、長さが約１．２ｍの細長い形
状を有している。また、第１の挿入部１１は、第１の挿入部１１の先端に位置する先端部
１１１と、湾曲自在に構成された湾曲部１１２と、可撓性を有する可撓管部１１３とを含
んでいる。先端部１１１、湾曲部１１２および可撓管部１１３は、第１の挿入部１１の先
端側からこの順に連接されている。図示しないが、先端部１１１には、撮像手段、照明手
段、処置具開口および処置具起上台等が設けられている。
【００１４】
　親内視鏡１は、更に、第１の挿入部１１および第１の操作部１２の内部に設けられた処
置具挿通チャンネル１４と、処置具挿通チャンネル１４に連通し第１の操作部１２に設け
られた操作部側開口（以下、単に開口と記す。）１５ａとを有している。処置具挿通チャ
ンネル１４は、先端部１１１の処置具開口にも連通している。処置具挿通チャンネル１４
には、鉗子等の処置具の他、後述する子内視鏡２の第２の挿入部を挿通させることができ
るようになっている。本実施の形態では、開口１５ａは、第１の操作部１２に接続された
管路口金１５の開口である。
【００１５】
　第１の操作部１２は、操作部本体１２１を含んでいる。第１の挿入部１１の可撓管部１
１３は、操作部本体１２１に接続されている。また、第１の操作部１２は、更に、開口１
５ａを除く第１の操作部１２の一部である凸体部１２２を含んでいる。凸体部１２２は、
操作部本体１２１に連接されている。凸体部１２２は、可撓管部１１３のうち操作部本体
１２１との接続部分およびその近傍を覆っている。
【００１６】
　本実施の形態では、凸体部１２２は、折れ止め部として用いられる。すなわち、凸体部
１２２は、可撓管部１１３の上記接続部分およびその近傍を覆うことにより、親内視鏡１
の使用時に可撓管部１１３が不要に急激に折れてしまうことを防止する。
【００１７】
　凸体部１２２は、一方向に長い形状を有している。凸体部１２２と、可撓管部１１３の
うち凸体部１２２によって覆われた部分は、同じ方向に延びている。本実施の形態では、
凸体部１２２の少なくとも一部の外観形状は、円錐台形状である。図１に示した例では、
凸体部１２２の全体の外観形状が、円錐台形状である。凸体部１２２の長手方向に垂直な
断面における凸体部１２２の外縁の形状は、円である。この円の直径は、操作部本体１２
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１から遠ざかるに従って小さくなっている。
【００１８】
　なお、凸体部１２２の外観形状は、円錐台形状に限らず、角錐台形状や角柱形状等の凸
多面体形状であってもよいし、円柱形状であってもよいし、これらの形状を組み合わせた
形状であってもよい。
【００１９】
　操作部本体１２１は、樹脂によって構成された外装部材を含んでいる。凸体部１２２は
、この外装部材を構成する樹脂よりも軟性の樹脂によって構成されている。
【００２０】
　第１の操作部１２は、更に、操作部本体１２１に設けられた複数の第１の操作部材を含
んでいる。複数の第１の操作部材は、親内視鏡１を操作するためのものである。複数の第
１の操作部材は、湾曲部１１２の湾曲を操作するための２つの湾曲操作用ノブ１２３，１
２４と、先端部１１１に設けられた処置具起上台を操作するための処置具起上レバー１２
５とを含んでいる。
【００２１】
　湾曲操作用ノブ１２３，１２４および処置具起上レバー１２５は、操作部本体１２１に
おける凸体部１２２とは反対側の端部の近傍に設けられている。なお、管路口金１５は、
操作部本体１２１における湾曲操作用ノブ１２３，１２４および処置具起上レバー１２５
と凸体部１２２との間の部分に設けられている。
【００２２】
　親内視鏡１は、更に、第１の操作部１２から延出するユニバーサルコード１３を有して
いる。ユニバーサルコード１３は、親内視鏡１をコントロールするための図示しない内視
鏡ユニットに接続されている。
【００２３】
（子内視鏡の構成）
　次に、子内視鏡２の構成について説明する。子内視鏡２は、第２の挿入部２１と、第２
の挿入部２１の基端に連接された第２の操作部２２とを有している。
【００２４】
　第２の挿入部２１は、例えば、直径が約３～４ｍｍであり、長さが約２ｍの細長い形状
を有している。第２の挿入部２１は、開口１５ａから処置具挿通チャンネル１４に挿通さ
れ、その一部が先端部１１１に設けられた処置具開口から突出する。先端部１１１に設け
られた処置具起上台は、処置具開口から突出する第２の挿入部２１の一部を起上させるた
めに用いられる。
【００２５】
　また、第２の挿入部２１は、第２の挿入部２１の先端に位置する先端部２１１と、湾曲
自在に構成された湾曲部２１２と、可撓性を有する可撓管部２１３とを含んでいる。先端
部２１１、湾曲部２１２および可撓管部２１３は、第２の挿入部２１の先端側からこの順
に連接されている。図１に示したように、湾曲部２１２は、第２の挿入部２１の先端の近
傍に設けられている。図示しないが、先端部２１１には、観察窓や照明窓等が設けられて
いる。
【００２６】
　子内視鏡２は、更に、第２の挿入部２１および第２の操作部２２の内部に設けられた図
示しないチャンネルを有している。このチャンネルは、第２の操作部２２に設けられた口
金２５の開口および先端部２１１に設けられた開口に連通している。なお、口金２５は、
後で説明する図２ないし図５に示されている。
【００２７】
　第２の操作部２２は、操作部本体２２１と、折れ止め部２２２とを含んでいる。第２の
挿入部２１の可撓管部２１３は、操作部本体２２１に接続されている。折れ止め部２２２
は、可撓管部２１３のうち操作部本体２２１との接続部分およびその近傍を覆っている。
これにより、折れ止め部２２２は、子内視鏡２の使用時に可撓管部２１３が不要に急激に
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折れてしまうことを防止する。
【００２８】
　操作部本体２２１は、樹脂によって構成された外装部材を含んでいる。折れ止め部２２
２は、この外装部材を構成する樹脂よりも軟性の樹脂によって構成されている。
【００２９】
　第２の操作部２２には、図示しないユニバーサルコードが接続される。このユニバーサ
ルコードは、子内視鏡２をコントロールするための図示しない内視鏡ユニットに接続され
ている。
【００３０】
（第２の操作部の構成）
　次に、図３ないし図５を参照して、子内視鏡２の第２の操作部２２の構成について更に
詳しく説明する。図３は、子内視鏡２の斜視図である。図４は、子内視鏡２の側面図であ
る。図５は、子内視鏡２の平面図である。
【００３１】
　第２の操作部２２は、操作部本体２２１に設けられた複数の第２の操作部材を含んでい
る。複数の第２の操作部材は、子内視鏡２を操作するためのものである。複数の第２の操
作部材は、第２の挿入部２１の湾曲部２１２の湾曲を操作するための２つの湾曲操作用ノ
ブ２２３，２２４を含んでいる。
【００３２】
　図３および図５に示したように、第２の操作部２２は、更に、操作部本体２２１の表面
の一部であって、凹状の面である凹状部２２５を含んでいる。なお、操作部本体２２１の
表面は第２の操作部２２の表面の一部であることから、凹状部２２５は第２の操作部２２
の表面の一部でもある。図３および図５に示したように、凹状部２２５は、操作部本体２
２１の表面における湾曲操作用ノブ２２３，２２４とは反対側に設けられている。
【００３３】
　図４に示したように、固定部材３は、帯状の形状を有しており、固定部材３の一端部は
、操作部本体２２１に接続されている。固定部材３は、固定部材３における上記一端部と
は反対側の端部の近傍に設けられた係止孔３１を有している。第２の操作部２２は、更に
、固定部材３の係止孔３１が係止される突起である係止部２２６を含んでいる。係止部２
２６は、操作部本体２２１に設けられている。固定部材３は、例えば、シリコーンゴム等
の樹脂によって構成されている。
【００３４】
（子内視鏡の固定方法）
　次に、図１および図３を参照して、子内視鏡２の第２の操作部２２を、親内視鏡１の第
１の操作部１２に固定する方法について説明する。図１および図３に示したように、第１
および第２の操作部１２，２２は、それぞれ、一方向に長い形状を有している。第２の操
作部２２を第１の操作部１２に固定する際には、まず、第１の挿入部１１が延出する方向
と第２の挿入部２１が延出する方向を同じ方向にし、第２の操作部２２の長手方向と第１
の操作部１２の長手方向を揃える。第２の操作部２２の姿勢は、第２の操作部２２の長手
方向が、第１の操作部１２の長手方向に対して平行になるような姿勢であることが好まし
い。
【００３５】
　次に、上記の姿勢を保持しながら、第２の操作部２２の凹状部２２５を、第１の操作部
１２の凸体部１２２の表面に当接させる。このとき、第１の操作部１２に設けられた湾曲
操作用ノブ１２３，１２４と、第２の操作部２２に設けられた湾曲操作用ノブ２２３，２
２４が、第１の操作部１２の長手方向に沿って並ぶように、第２の操作部２２の位置を調
整してもよい。
【００３６】
　次に、第２の操作部２２と固定部材３で凸体部１２２を挟むように、固定部材３を凸体
部１２２の周囲に巻き付ける。次に、固定部材３の係止孔３１を、第２の操作部２２の係
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止部２２６に係止する。これにより、第２の操作部２２が第１の操作部１２に固定される
。
【００３７】
　このように、第２の操作部２２は、凹状部２２５が凸体部１２２の表面に当接した状態
で、第１の操作部１２に固定される。凹状部２２５は、少なくとも一部が凸体部１２２の
表面と面で当接するように形成されている。また、本実施の形態では、凹状部２２５は、
第２の操作部２２の長手方向に沿って形成されている。
【００３８】
　ここで、図６を参照して、凸体部１２２の表面の形状について説明する。図６は、親内
視鏡１の一部を示す側面図である。図６に示したように、凸体部１２２は、凸体部１２２
の表面のうちの一部であって、凹状部２２５が当接される被当接部１２２ａを含んでいる
。本実施の形態では、被当接部１２２ａは、凸体部１２２の外側に向かって突出した曲面
である。より具体的に説明すると、前述のように、本実施の形態では、凸体部１２２の外
観形状は、円錐台形状である。従って、被当接部１２２ａは、円錐台の側面の一部を構成
する曲面である。
【００３９】
　本実施の形態では、凹状部２２５は、被当接部１２２ａに対応した形状の曲面である。
本実施の形態では特に、凹状部２２５は、凸体部１２２の外観形状に相当する円錐台の側
面の一部を構成する曲面に対応した凹状の曲面である。
【００４０】
　なお、前述のように、凸体部１２２の外観形状は、角錐台形状や角柱形状等の凸多面体
形状であってもよい。この場合、被当接部１２２ａと凹状部２２５は、それぞれ、少なく
とも１つの平面を含んでいてもよい。
【００４１】
　ところで、図１および図３に示した例では、第２の操作部２２の固定位置は、凸体部１
２２の長手方向にある程度変化させることができる。第２の操作部２２の固定位置をより
正確に規定するために、凸体部１２２や第２の操作部２２に指標を設けてもよい。具体的
には、例えば、凸体部１２２の表面における被当接部１２２ａの位置が明確になるように
、凸体部１２２の表面を複数の色で塗り分けてもよいし、凸体部１２２の表面にマーカー
を記してもよい。
【００４２】
　また、第２の操作部２２を固定する際または固定した後に、第２の操作部２２が落下す
ることを防止するために、子内視鏡２は、その両端が第２の操作部２２に接続された紐等
の線状部材を有していてもよい。この線状部材は、例えば、第１の操作部１２の管路口金
１５や、第１の操作部１２に設けられた線状部材用の突起等に引っかけることができるよ
うになっている。
【００４３】
（内視鏡システムの使用方法）
　次に、図１および図２を参照して、内視鏡システム１００の使用方法について簡単に説
明する。図２は、内視鏡システム１００の使用方法を説明するための説明図である。ここ
では、内視鏡システム１００を用いて、胆管内や膵管内の観察や治療を行う場合を例にと
って説明する。まず、子内視鏡２の第２の挿入部２１を、親内視鏡１の開口１５ａから処
置具挿通チャンネル１４に挿通させる。次に、親内視鏡１の第１の挿入部１１の先端部１
１１の処置具開口から、子内視鏡２の第２の挿入部２１を体腔内に突出させる。次に、子
内視鏡２の湾曲操作、進退操作、ねじり操作等と、親内視鏡１の起上台操作、湾曲操作、
ねじり操作、進退操作等とを組み合わせて、第２の挿入部２１を十二指腸乳頭から胆管ま
たは膵管へと選択的に挿入させる。これにより、子内視鏡２を用いて、胆管内や膵管内の
観察や治療を行うことが可能になる。
【００４４】
（内視鏡システムの作用および効果）
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　次に、内視鏡システム１００の作用および効果について説明する。前述のように、本実
施の形態では、子内視鏡２の第２の操作部２２は、凹状部２２５が凸体部１２２の表面に
当接した状態で、親内視鏡１の第１の操作部１２に固定される。ここで、本実施の形態に
おける凹状部２２５が設けられていない子内視鏡の操作部を、親内視鏡の操作部に固定す
る比較例の内視鏡システムを考える。比較例では、親内視鏡の操作部の表面のうち、子内
視鏡の操作部に対向する部分は凸状の曲面であり、子内視鏡の操作部の表面のうち、親内
視鏡の操作部に対向する部分は平面または凸状の曲面である。そのため、比較例では、子
内視鏡の操作部は、親内視鏡の操作部の表面と点で当接する。そのため、比較例では、子
内視鏡の操作部と親内視鏡の操作部との間の隙間が大きくなってしまう。
【００４５】
　これに対し、本実施の形態では、凹状部２２５は、少なくとも一部が凸体部１２２の表
面と面で当接するように形成されている。本実施の形態では特に、凸体部１２２の被当接
部１２２ａは曲面であり、凹状部２２５は被当接部１２２ａに対応した形状の曲面である
。これにより、本実施の形態によれば、比較例に比べて、凹状部２２５と凸体部１２２の
接触面積を大きくすることができ、その結果、第２の操作部２２と第１の操作部１２との
間の隙間を小さくすることができる。これにより、本実施の形態によれば、第２の操作部
２２と第１の操作部１２との間の摩擦抵抗を大きくして、第１の操作部１２に固定された
第２の操作部２２の位置や姿勢がずれることを防止することができる。
【００４６】
　また、本実施の形態では、凸体部１２２は、操作部本体１２１の外装部材を構成する樹
脂よりも軟性の樹脂によって構成されている。そのため、本実施の形態によれば、凹状部
２２５を操作部本体１２１に当接させる場合に比べて、凹状部２２５と凸体部１２２を密
着させて、凹状部２２５と凸体部１２２の接触面積を大きくすることができる。
【００４７】
　なお、第２の操作部２２と第１の操作部１２との間の摩擦抵抗を大きくする観点から、
凹状部２２５および凸体部１２２の少なくとも一方に、滑り止めの加工または表面処理を
施してもよい。
【００４８】
　また、本実施の形態では、凹状部２２５は、第２の操作部２２に直接設けられている。
これにより、本実施の形態によれば、凹状部２２５に対応する固定部材を第２の操作部２
２に設ける場合に比べて、第２の操作部２２を小さくすることができる。
【００４９】
　また、本実施の形態では、凹状部２２５は、凸体部１２２の被当接部１２２ａに対応し
た形状を有している。これにより、本実施の形態によれば、第２の操作部２２の固定位置
を認識することが容易になり、その結果、第２の操作部２２の固定作業を容易に行うこと
ができる。
【００５０】
　また、本実施の形態では、第２の操作部２２は、第２の操作部２２の長手方向が、第１
の操作部１２の長手方向に対して平行になるような姿勢で、第１の操作部１２に固定され
る。これにより、本実施の形態によれば、第１の操作部１２と第２の操作部２２とを一体
化した操作部を小さくすることができる。これにより、本実施の形態によれば、上記操作
部の取り回しが容易になる。
【００５１】
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範
囲において、種々の変更、改変等が可能である。例えば、凸体部は、操作部本体１２１の
一部であってもよいし、操作部本体１２１と可撓管部１１３を覆う折れ止め部にまたがっ
ていてもよい。
【００５２】
　また、第２の操作部２２は、第２の操作部２２の長手方向が、第１の操作部１２の長手
方向に対して平行にならないような姿勢で、第１の操作部１２に固定されてもよい。この
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場合、凹状部２２５は、第２の操作部２２の長手方向とは異なる方向に沿って形成されて
いてもよい。
【００５３】
　また、子内視鏡２の代わりに、内視鏡以外の挿入部と操作部とを有する医療デバイスの
操作部を、親内視鏡１の第１の操作部１２に固定してもよい。上記医療デバイスとしては
、例えば、操作可能なカテーテル等を挿入部として有する医療デバイスがある。
【００５４】

　本出願は、２０１７年１０月３１日に日本国に出願された特願２０１７－２１０２２８
号を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求
の範囲に引用されるものとする。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年1月15日(2020.1.15)
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、内視鏡とこの内視鏡の操作部に固定される医療デバイスとを具備する内視鏡
システム、ならびに他の内視鏡の操作部に固定される内視鏡に関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の一態様の内視鏡システムは、第１の挿入部と、前記第１の挿入部に連接された
第１の操作部と、前記第１の挿入部および前記第１の操作部の内部に設けられた処置具挿
通チャンネルと、前記処置具挿通チャンネルに連通し前記第１の操作部に設けられた開口
とを有する内視鏡と、前記開口から前記処置具挿通チャンネルに挿通される第２の挿入部
と、前記第２の挿入部に連接された第２の操作部とを有する医療デバイスと、前記医療デ
バイスを前記内視鏡に固定するための固定部材とを具備し、前記第１の操作部は、前記開
口を除く前記第１の操作部の一部である凸体部を含み、前記第２の操作部は、前記第２の
操作部の表面の一部であって、少なくとも一部が前記凸体部の表面と面で当接するように
形成された凹状の面である凹状部を含み、前記第２の操作部は、前記凹状部が前記凸体部
の表面に当接した状態で、前記第１の操作部に固定される。
　本発明の一態様の内視鏡は、他の内視鏡の操作部に固定される内視鏡であって、前記他
の内視鏡の操作部に形成された凸体部の表面と面で当接するように形成された凹状の面を
有する湾曲操作部と、前記湾曲操作部の前記凹状の面が前記凸体部の表面に当接した状態
で、前記他の内視鏡の操作部に前記湾曲操作部を固定する固定部材と、を具備する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の挿入部と、前記第１の挿入部に連接された第１の操作部と、前記第１の挿入部お
よび前記第１の操作部の内部に設けられた処置具挿通チャンネルと、前記処置具挿通チャ
ンネルに連通し前記第１の操作部に設けられた開口とを有する内視鏡と、
　前記開口から前記処置具挿通チャンネルに挿通される第２の挿入部と、前記第２の挿入
部に連接された第２の操作部とを有する医療デバイスと、
　前記医療デバイスを前記内視鏡に固定するための固定部材とを具備し、
　前記第１の操作部は、前記開口を除く前記第１の操作部の一部である凸体部を含み、
　前記第２の操作部は、前記第２の操作部の表面の一部であって、少なくとも一部が前記
凸体部の表面と面で当接するように形成された凹状の面である凹状部を含み、
　前記第２の操作部は、前記凹状部が前記凸体部の表面に当接した状態で、前記第１の操
作部に固定されることを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２】
　前記凸体部は、前記凸体部の表面のうちの一部であって、前記凹状部が当接される被当
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接部を含み、
　前記被当接部は、前記凸体部の外側に向かって突出した曲面であり、
　前記凹状部は、前記被当接部に対応した形状の曲面であることを特徴とする請求項１に
記載の内視鏡システム。
【請求項３】
　前記凸体部の少なくとも一部の外観形状は、円錐台形状であることを特徴とする請求項
２に記載の内視鏡システム。
【請求項４】
　前記第１の操作部は、更に、操作部本体を含み、
　前記第１の挿入部は、前記操作部本体に接続され、
　前記凸体部は、前記操作部本体に連接され、前記第１の挿入部のうち前記操作部本体と
の接続部分を覆っていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項５】
　前記操作部本体は、樹脂によって構成された外装部材を含み、
　前記凸体部は、前記外装部材を構成する樹脂よりも軟性の樹脂によって構成されている
ことを特徴とする請求項４に記載の内視鏡システム。
【請求項６】
　前記第１および第２の操作部は、それぞれ、一方向に長い形状を有し、
　前記第２の操作部は、前記第２の操作部の長手方向が、前記第１の操作部の長手方向に
対して平行になるような姿勢で、前記第１の操作部に固定されることを特徴とする請求項
１に記載の内視鏡システム。
【請求項７】
　前記内視鏡は親内視鏡であり、前記医療デバイスは子内視鏡であることを特徴とする請
求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項８】
　前記第２の挿入部は、前記第２の挿入部における前記第２の操作部とは反対側の端部の
近傍に設けられた湾曲部を含み、
　前記第２の操作部は、更に、前記湾曲部の湾曲を操作する操作部材を含み、
　前記凹状部は、前記第２の操作部の表面における前記操作部材とは反対側に設けられて
いることを特徴とする請求項７に記載の内視鏡システム。
【請求項９】
　他の内視鏡の操作部に固定される内視鏡であって、
　前記他の内視鏡の操作部に形成された凸体部の表面と面で当接するように形成された凹
状の面を有する湾曲操作部と、
　前記湾曲操作部の前記凹状の面が前記凸体部の表面に当接した状態で、前記他の内視鏡
の操作部に前記湾曲操作部を固定する固定部材と、
　を具備することを特徴とする内視鏡。
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摘要(译)

内窥镜系统100包括父内窥镜1,子内窥镜2和固定构件3。 内窥镜1具有第
一插入部11,第一操作部12,处置器械插入通道14和开口15a。 儿童内窥
镜2具有第二插入部21和第二操作部22。 第一操作单元12包括凸体部分
122。 第二操作部22包括凹部225,该凹部225是形成为使得其至少一部分
与凸部122的表面表面接触的凹表面。 在凹部225与凸体部122的表面接
触的状态下,第二操作部22固定于第一操作部12。
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